
た
〝
恐
怖
と
欠
乏
〞
の
中
で
生
活
し
て

い
る
人
た
ち
も
多
い
。

途
上
国
の
社
会・文
化
を

尊
重
し
て
と
も
に
考
え
る

　
日
本
は
明
治
維
新
以
降
、
外
国
の
法

律
や
司
法
制
度
を
学
び
な
が
ら
、
自
国

の
社
会
・
文
化
に
合
う
よ
う
に
適
用
し

て
受
け
入
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
明

治
時
代
半
ば
に
フ
ラ
ン
ス
人
の
法
律
家

な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
民
法
典
が
起
草

さ
れ
た
が
、
日
本
の
家
族
制
度
や
社
会

に
合
わ
な
い
と
の
批
判
か
ら
施
行
さ
れ

ず
、
よ
り
日
本
の
実
情
に
合
っ
た
法
律

が
新
た
に
作
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
欧
米

の
国
に
は
な
い
日
本
独
自
の
経
験
だ
。

　
日
本
は
こ
う
し
た
過
去
の
教
訓
を
生

か
し
て
、
途
上
国
を
支
援
す
る
際
は
自

ら
の
考
え
を
押
し
つ
け
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
国
の
文
化
や
社
会
を
尊
重
し
、
実

情
に
合
っ
た
も
の
を
作
る
べ
く
、
法
律

の
条
文
ひ
と
つ
ひ
と
つ
ま
で
議
論
を
交

わ
し
な
が
ら
進
め
て
い
る
。

　
法
整
備
以
外
で
も
見
ら
れ
る
こ
う
し

た
途
上
国
に
寄
り
添
う
日
本
の
協
力
の

姿
勢
は
、
こ
れ
ま
で
世
界
の
多
く
の

国
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
長
い
時
間
と
忍
耐
が
必
要
な
取
り
組

み
で
あ
る
が
、
基
本
的
人
権
が
尊
重
さ

れ
た
安
心
・
安
全
に
暮
ら
せ
る
社
会
の

実
現
に
通
じ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
だ
。

〝
恐
怖
と
欠
乏
〞か
ら

世
界
中
の
人
々
を
救
う

　
J
I
C
A
は
、
途
上
国
に
お
け
る

人
々
の
基
本
的
人
権
の
実
現
の
た
め
に
、

お
も
に
①
法
整
備
、②
警
察
、③
メ
デ
ィ

ア
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
分
野
で
協
力

を
行
っ
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
最
近
で

は
新
た
な
分
野
と
し
て
、
④
ビ
ジ
ネ
ス

と
人
権
の
課
題
に
も
取
り
組
も
う
と
し

て
い
る
（
左
ペ
ー
ジ
上
参
照
）。

　
そ
の
根
本
の
理
念
と
な
る
の
が
、
日

本
国
憲
法
前
文
の
一
節
「
わ
れ
ら
は
、

平
和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷
従
、
圧
迫

と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ

う
と
努
め
て
ゐ
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、

名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
と
思
ふ
。

わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と

し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和

の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ

と
を
確
認
す
る
」
で
あ
る
。

「
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖

と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
」
る
た
め
に
は
、

世
界
中
の
一
人
ひ
と
り
の
人
身
の
自
由
、

表
現
の
自
由
、
経
済
活
動
の
自
由
、
政

治
に
参
加
す
る
権
利
、
裁
判
を
受
け
る

権
利
な
ど
基
本
的
な
人
権
が
保
障
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
。

　
一
方
、
途
上
国
で
は
法
律
が
未
整
備

だ
っ
た
り
、
法
の
運
用
や
執
行
に
問
題

を
抱
え
て
い
た
り
、
情
報
へ
の
ア
ク
セ

ス
が
阻
害
さ
れ
た
り
と
い
っ
た
状
況
が

存
在
す
る
。
権
利
や
自
由
が
保
障
さ
れ

ず
、
人
種
や
民
族
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ

た
り
、
不
当
に
拘
束
さ
れ
た
り
と
い
っ

“誰も取り残されない”社会を目指して

　治安を守るべき警察が不当に市民を拘束したり、市民に対し
て暴力を用いたりするようでは市民が安心して暮らすことはでき
ない。JICAは東南アジアや中南米で、交番・駐在所を中心とし
た日本式の地域警察の普及に協力し、市民と警察の信頼関係
を基礎とした治安改善に取り組んでいる。

 「他人から損害を受けたときの賠償の範囲や、請求のための訴
訟の手続きなどを定めた民法・民事訴訟法」「刑事事件での被
疑者の権利や証拠の取り扱い方などを定めた刑事訴訟法」な
ど、法律の整備・運用に協力している。生まれや社会的地位に
関係なく「法の下に平等」であることが基本。

権利を守る
法や制度を作る1

　途上国で国内外の企業が活動を行い経済が発展していく一
方で、労働者が劣悪な環境で働かされたり、環境が破壊されたり
するのは人権の侵害に当たる。JICAは、市民がビジネスによる
負の影響を受けないようにするための、企業との新たな連携の姿
を模索し始めた。

企業とともに
権利を守る4

　政府の影響を受けやすい国営放送、スポンサーの影響を受け
やすい民放だけでは、国民が正確かつ中立な情報にアクセスで
きず、正しい判断を行うのも難しい。JICAは、政府や民間企業か
ら独立した公共放送局の設立・運営に協力し、国民の知る権利
の実現を後押ししている。

正しい情報を得る
権利を実現3

エルサルバドルではJICAの協力によって市民と警察の間の信頼構築が進む。子どもと触れ合いながらスポーツマンシップを教える警察官。

● P05 ①・③・④のアイコン ： YuriyAlt_Art／shutterstock

2 信頼できる警察とともに
暮らしを守る

一人ひとりが
輝ける世界

世界中の誰もが“恐怖と欠乏”におびえることなく、安心して暮らし、
必要な情報を手に入れ、自分の権利や意見が尊重される社会を目指して─

日本は途上国に向けて
法律の整備、警察、メディアなどの分野で協力を行っている。

基本的人権の実現特集

文●光石達哉　写真●松木雄一
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